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が必要となります。　　　　　　

③

３０日前まで

・案内図

※1　地区計画の届出は確認申請の３０日

　　 前までにお願いします。

　◆　地区計画区域内でも、建設
　する建物の規模や用途などによ
　り、確認申請の前に、事前協議
　が必要な場合があります。
　　例えば、「景観条例」･「中高
　層集合住宅に関する条例」・
　「中高層建築物の建築に係る紛
　争の予防及び調整に関する条例」
　に基づくもの等々

３０日前までにお願いします。

屋外広告物条例の許可申請が必要な広告物

　地区計画の届け出は、「工事着手の３０日前」かつ「建築確認申請の前」までにお願いします。届け出及び内容の

変更を要する場合は、以下の書類を添えて都市計画課まで提出をしてください。 ‥都市計画法第５８条の２第1項

地区計画の届出は「工事着手の３０日

前」かつ「建築確認申請の前」までに

お願いします。



※１ 特定行政庁の認定要件 

①隣地境界線と計画建物の距離は

原則 50ｃｍ以上確保すること 

②火気使用室等の壁・天井の下地仕

上材は不燃材料とすること 

③避難階以外の階に居室がある場

合は避難上有効なバルコニー又は

器具等を設けること 

※2 高さ 5ｍ未満の塔屋などで、

当該部分の床面積の合計が建築面

積の1／8以下の場合は高さの最高

限度には算入されません。 

 なお、総合設計制度を適用する場

合についても「高さの最高限度」を

超えることはできません。 

※3 壁面後退部分を除いた面積が

65 ㎡未満となる敷地は区長の許可

により緩和できる場合があります。 

※4 上記※3 の許可を受けた場合

は、※1の認定を受けられない場合

があります。 

（注意）表中は地区計画等による規

制内容のみを記載したものであり、

その他の法令に基づく制限も適用

されます。 


